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別紙標準様式（第７条関係） 会 議 録（要録） 

会議の名称 第７回児童の放課後対策審議会 

開 催 日 時 平成 30年 10月 30日（火） 13時 00分から 14時 32分まで 

開 催 場 所 枚方市市民会館 第５集会室 

出 席 者 

委  員：荒木委員、植田委員、大西委員、椛山委員、後閑委員、代

田委員、蔦田委員、中口委員、横山委員 

事 務 局：淨内社会教育部長、新内社会教育部次長兼社会教育課長、

前村放課後子ども課長、木村社会教育課課長代理、北田放

課後子ども課課長代理、宮澤社会教育課係員、奥野社会教

育課係員 

欠 席 者 委  員：遠藤委員、藤原委員 

案 件 名 
１．放課後子ども教室モデル事業について 

２．児童の放課後対策に関する基本計画について 

提出された資料等の名称 

・次第 

・資料１ 放課後子ども教室モデル事業について 

・資料２ 児童の放課後対策に関する基本計画について（項目） 

・参考資料１ 放課後子ども教室モデル事業実施校別利用登録者数 

・参考資料２ 体験活動等の教室に関するアンケート結果 

・参考資料３ 子ども教室体験イベントチラシ（児童用） 

・参考資料４ 蹉跎小子ども教室だより 11月号 

・参考資料５ 放課後子ども教室モデル事業の実施場所について 

・参考資料６ 緊急時対応マニュアル 

・参考資料７ 放課後子ども教室モデル事業モニタリングシート 

・参考資料８ 「○○小子ども教室」利用者アンケート（児童用） 

・参考資料９ 「○○小子ども教室」利用者アンケート（保護者用） 

・参考資料 10 放課後子ども教室モデル事業において、検証を行うべ

き内容について 

・参考資料 11 「留守家庭児童会室の利用等に関するアンケート調

査」自由意見について 

・参考資料 12 新・放課後子ども総合プラン 

・参考資料 13 今後のスケジュールについて（案） 

決 定 事 項 

・放課後子ども教室モデル事業について、委員の承認を得た。 

・児童の放課後対策に関する基本計画について、委員の承認を得た。 

・児童の放課後対策に関する基本計画の名称を、「児童の放課後を豊

かにする基本計画」に変更することについて、委員の承認を得た。 

会議の公開、非公開の別 

及び非公開の理由 
公開 

会議録等の公表、非公表

の別及び非公表の理由 
公表 
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傍聴者の数 １人 

所管部署（事務局） 社会教育部 社会教育課・放課後子ども課 
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審  議  内  容 

大西会長   みなさん、こんにちは。 

 定刻になりましたので、ただいまから第７回児童の放課後対策審議会

を開催いたします。 

 委員の皆様には、公私ご多用のところをご出席いただきまして、あり

がとうございます。 

 では、早速ですが、事務局より委員の出席状況について報告をお願い

します。 

事務局    本日の出席状況といたしましては、委員 11 人のうち、出席委員９人

となっており、枚方市附属機関条例第５条第２項により、会議が成立し

ていることを報告させていただきます。 

大西会長   ありがとうございます。報告のとおり、定足数に達していますので、

会議のほうを始めたいと思います。 

 会議の前に、傍聴者への資料配付について、事務局より説明をお願い

いたします。 

事務局    枚方市審議会等の会議の公開等に関する規程第３条に基づき、本会議

は公開となっております。なお、平成 30 年４月に枚方市審議会等の会

議の公開等に関する規程の改正が行われ、審議会の配付資料は傍聴者の

閲覧に供するか、または配付するよう努めることになりました。今回の

会議は非公開情報が含まれていないと考えられますが、資料の取り扱い

に関して、傍聴者に配付するということでよろしいでしょうか。会長か

らご確認をとっていただきますよう、よろしくお願いいたします。 

大西会長   ありがとうございます。ただいま、事務局から説明がありましたが、

第７回児童の放課後対策審議会の資料の取り扱いは、傍聴者に配付する

ということでよろしゅうございますか。 

 

（「はい」の声あり） 

 

大西会長   ありがとうございます。それでは、配付するということに決定しま

す。 

 事務局、よろしくお願いいたします。 

事務局    ありがとうございました。 

大西会長   事務局のほうから、委員の皆様に報告したいことがあるということで

お伺いしておりますので、お願いしたいと思います。 

事務局    改めまして、社会教育部長の淨内と申します。よろしくお願いしま

す。 

 報告でございますが、社会教育課長でございました奥野美佳が、８月

末に一身上の都合により退職をさせていただきました。９月から社会教

育部次長の新内が社会教育課長を兼務することとなりましたので、ご報

告させていただきます。 
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 それでは、本人より一言ご挨拶申し上げます。 

事務局    ９月１日付で社会教育課長になりました、新内です。よろしくお願い

いたします。 

 前課長の退職に伴いまして、社会教育部次長との兼務辞令を拝命いた

しました。今後ともお力添えいただきますよう、よろしくお願いいたし

ます。 

大西会長   ありがとうございました。今後とも、どうかよろしくお願いいたしま

す。 

 それでは、次第に従いまして進めてまいりたいと思います。 

 それでは、議案１「放課後子ども教室モデル事業について」、事務局

のほうから説明をお願いいたします。 

 まず、資料の確認を事務局からお願いしたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

事務局    本日の資料でございますが、「次第」に続きまして、資料１「放課後

子ども教室モデル事業について」、資料２「児童の放課後対策に関する

基本計画について（項目）」、参考資料１「放課後子ども教室モデル事

業実施校別利用登録者数」、参考資料２「体験活動等の教室に関するア

ンケート結果」、参考資料３「子ども教室体験イベントチラシ（児童

用）」、参考資料４「蹉跎小子ども教室だより 11 月号」、参考資料５

「放課後子ども教室モデル事業の実施場所について」、参考資料６「緊

急時対応マニュアル」、参考資料７「放課後子ども教室モデル事業モニ

タリングシート」、参考資料８「『○○小子ども教室』利用者アンケー

ト（児童用）」、参考資料９「『○○小子ども教室』利用者アンケート

（保護者用）」、参考資料 10「放課後子ども教室モデル事業におい

て、検証を行うべき内容について」、参考資料 11「『留守家庭児童会

室の利用等に関するアンケート調査』自由意見について」、参考資料

12「新・放課後子ども総合プラン」、参考資料 13「今後のスケジュー

ルについて（案）」となっております。以上でございますが、過不足ご

ざいませんでしょうか。 

 では、報告１「放課後子ども教室モデル事業について」、説明させて

いただきます。資料１「放課後子ども教室モデル事業について」をご覧

ください。 

 「１．実施時期の変更」について、既に、委員の皆様にはお知らせい

たしましたが、平成 30 年６月 18 日から事業を開始する予定で進めてま

いりました放課後子ども教室モデル事業ですが、大阪北部地震の影響に

より、第１クールを 10 月１日から 11 月 17 日まで、第２クールを 11 月

19 日から平成 31 年の２月 16 日までに変更いたしました。地震の直後

は建物に被害があった学校があり、通学路の安全確認など、児童の安全

確保が行われており、さらにその後、西日本豪雨や台風の影響もあり、

学校が安定した状況となるまでに時間がかかりました。 
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 次に、参考資料１「放課後子ども教室モデル事業実施校別利用登録者

数」をご覧ください。10 月 24 日現在の登録状況ですが、学校によって

違いがありますけれども、23.4％から、多い学校で 53.5％、全体とし

て 33.0％の登録率になっています。登録者数のうち、留守家庭児童会

室の入室児童数は 36.0％となっています。 

 また、資料１に戻ります。「２．実施時期変更による影響と対応につ

いて」、「①放課後子ども教室モデル事業の検証」について、事業が２

月まで延長することになり、他の事業への影響や検証も延期になりまし

た。当初、平成 30 年度内に児童の放課後対策に関する基本計画を策定

する予定でしたが、放課後子ども教室モデル事業の延期により困難と

なったため、計画策定も平成 31年度に延期することとします。 

 「②夏休み期間の検証」について、10 月開始となり、夏休み期間に

実施ができなかったことから、学校休業中の放課後子ども教室モデル事

業実施による他の事業への影響を把握するため、冬休み期間に実施する

こととします。 

 「③学校施設使用に係る調整及び熱中症の回避」について、実施期間

を変更する中で、学校施設使用に関する調整については、災害の発生に

よる影響が大きかったことや、熱中症リスクを回避できました。 

 「３．事業の開始について」ですが、10 月から放課後子ども教室モ

デル事業を開始することになっていましたが、10 月 14 日に開催された

小学生陸上競技大会の練習が、校庭や体育館で行われていたため、放課

後子ども教室モデル事業においては学校施設の利用が困難な状況でし

た。そこで、各校２日間、体験イベントを実施し、実質的な開始に先立

ち、子ども教室の周知を図り、その上で 10 月 15 日から週４日の開催が

決まったところです。 

 なお、体験イベントの参加状況としましては、学校により 33.0％か

ら 46.2％で、全体としましては登録児童の 38.6％の参加となりまし

た。内容としましては、疑似的に地震を発生させることで、砂から水が

浮いてきて、上の建物が傾くという液状化の仕組みと、災害時に身の安

全を守ることが大切だということを学ぶ内容でした。体験イベントで問

題となったのは、出席カードを持ってこなかった、または持ってきては

いたが、サインがない、さらに、子ども教室への登録がないのに来てし

まった児童がいたことから、保護者に出欠確認するための時間がかか

り、受付が滞ってしまいました。また、子ども教室の終了予定時間より

も早く帰る児童の把握が困難であった、留守家庭児童会室に保護者が子

ども教室の参加を伝えていなかったため、留守家庭児童会室支援員から

確認が入ったり、子ども教室の階下での授業が行われていた教室では騒

がしい状況であったり、保護者からの電話が事業者の本部に転送されて

しまった、出席カードの名前の確認が不十分で違う子どもに出席カード

を渡してしまったなど、細かなトラブルがありました。今後の対応で、
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改善を図ってまいります。 

 10 月後半以降の実施につきましては、11 月 17 日に小学生駅伝競走大

会が予定されており、この練習も校庭で行われます。練習で校庭や体育

館を使用しない場合には子ども教室で使えるように、学校と調整をして

いるところでございます。参考資料２に関しましては、体験活動教室に

ついて、どのようなものを希望されますかというアンケートを、児童と

保護者に行った結果でございます。 

 参考資料３が、体験イベントとして行った「液状化ってな

に・・・？」についての開催チラシでございます。 

 参考資料４が、来月からの「蹉跎小 子ども教室だより 11 月号」

の内容でございます。このような内容で、保護者にお伝えをしていくと

いうことでございます。 

 それから、参考資料５、こちらは子ども教室の様子と、指定専用室の

簡単な説明となっております。樟葉北小学校の様子も載っております。

後ほどご覧いただきますよう、お願いいたします。 

 資料１に戻っていただきます。「４．枚方市放課後子ども教室モデル

事業 第三者による検証について」、放課後子ども教室モデル事業の実

績等について、より客観的な立場から意見を伺えればと、本審議会から

の提案として、他の有識者に意見を伺うことを考えています。事業者に

よる自己評価を基礎として、第三者からの意見を聴取し、サービスの質

を検証するというものです。実施者としましては、子ども・子育ての専

門分野の学識経験者から個別に意見をお伺いすることを考えています。 

 「５．緊急時対応マニュアルについて」ですが、参考資料６をご覧く

ださい。これは、既に本審議会でお示したものでございますが、一部修

正と、放課後子ども教室モデル事業受託事業者の名前を追加して作成し

たものです。けがや事故、及び地震発生時の突発的な対応について記載

しておりますが、台風や豪雨などへの対応は、学校が定めた教育計画に

沿って対応することを基本としています。 

 「６．放課後子ども教室モデル事業 事業者による自己評価及び利用

者アンケート」について、こちらは、参考資料７をご覧いただけますで

しょうか。まず、事業者による自己評価ですが、放課後子ども教室モデ

ル事業の受託事業者に対して、仕様に沿って適切に業務が行えているか

を評価するための自己評価表を作成しました。15 項目について、各項

目に３段階で評価をして、コメントを記載するというものです。評価の

基準は、Ａは「達成」、Ｂは「一部未達成」、Ｃは「未達成」というよ

うにしています。 

 次に、利用者アンケートです。参考資料８と９でございます。子ども

教室を利用している児童及び保護者に対して、利用している理由や満足

度をアンケート調査するものです。 

 参考資料 10「放課後子ども教室モデル事業で検証を行うべき内容に



7 

ついて」をご覧ください。「項目１ 事業の実施に向けた整理すべき課

題への対応と結果」、「項目２ 事業の実績と既存の放課後等の事業の

状況把握について」、「項目３ 利用者の満足度や学校の教育活動への

影響について」それぞれ検証を行います。次回の審議会には、第１クー

ルの検証を行うため、実施状況等をもとにご意見をいただくということ

を考えております。 

 自己評価表や利用者アンケートなど、検証についてお気づきの点がご

ざいましたら、ご意見をお願いいたします。 

 「放課後子ども教室モデル事業について」の説明は以上でございま

す。 

大西会長   ありがとうございます。 

 放課後子ども教室モデル事業の体験イベントが終わって、通常の実施

となっていると思いますが、様子はどうでしょうか。 

事務局    校庭や体育館も使って遊べるようになったので、サッカーボールや

ドッジボールを使って広い校庭で遊んだり、専用室で宿題をやったり、

ブロック、それから塗り絵など、子どもたちは思い思いの遊びを選んで

いました。校庭では見守り範囲が広いため、スタッフが校庭をめぐって

見守りを行っていました。 

 体験イベントの参加率が 38.0％でしたので、今後も参加率を注視し

ていきたいと考えています。 

 先ほどもご説明いたしましたが、体験イベントを実施することによ

り、学校施設の確保に細かな調整が必要であるということがわかりまし

た。 

大西会長   ありがとうございます。 

 では、委員の皆様からご意見、ご質問をお伺いしたいと思いますが、

いかがでしょうか。 

代田委員   よろしいでしょうか。代田盛一郎でございます。 

 参考資料１の利用登録数について、見解といいましょうか、どのよう

な問題があるのかなということで、見識をお聞きしたいです。利用登録

者数が、小学校によってかなりの差がある、山田小学校でいうと５割以

上の方が登録をされていますけれども、低いところでいったら３割を

切っていると思うんですが、それについて、何か事由でありますとか、

要因になるものがありますでしょうか。教えていただけたらありがたい

です。 

事務局    一点、山田小学校ですけれども、学校の校庭開放事業というのがあり

まして、一度、帰宅してから学校の校庭で遊んでもいいよという事業

が、週１回ぐらい行われていたのですけれども、山田小学校の場合は、

この放課後子ども教室モデル事業が行われる間については、学校の校庭

開放事業は実施しないということにして、放課後子ども教室モデル事業

の１本でいくということになりましたので、そういう意味でもこちらに
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子どもたちが集ったというか、選んでくれたというのが、特に山田小学

校の登録者数の高い率の要因としては、一点考えられると思います。 

 あとの小学校については、校庭開放事業をそのまま継続することに

なっているので、放課後子ども教室モデル事業を選ばなくても校庭で遊

ぶことができるという事業が、学校の取り組みとして残っているためと

考えられます。 

大西会長   ありがとうございます。ほか、いかがでしょう。 

中口委員   この実施期間の変更イメージ図と、資料１を見ていますが、当初、６

月 18 日からということで実施を予定されていたと思うのですが、地震

に始まって、大雨、台風災害ということで、実施が遅れたことは仕方が

ないと思っているのですけれども、この下の変更後のところで、10 月

１日から第１クールが始まったということですね。ですので、この前も

言っていましたように、夏休みとか冬休みとか、三季休業中の部分では

今まで実施されていないので、やっぱりその辺をきちっと検証していか

ないとつらい問題もあるし、そのすみ分け方についても、それとやっぱ

り、夏休みとか、休みの期間になると、お母さんとかお父さんが心配な

部分があって、そのときだけやるという部分が出てくると思うんです。

その辺はきちっと検証しておかないと、今後、また実施していく上で何

か支障が出てはいけないので、その辺はどういうお考えをお持ちです

か。 

事務局    当初、夏休みの実施ができなかったので、それを結果として、三季休

業中の冬休みにやろうというようには考えていたんです。資料１にも記

載していますが。今、中口委員がおっしゃったように、確かに夏休みの

期間というのは、長期休業中の子どもたちの様子というのがわからなく

て、冬休みだけではちょっとしんどいかなというのは、事務局としても

考えております。実際、この冬休みにやろうと思っていましたが、結

局、実質２日ぐらいしかとれませんでした。できましたら、来年の夏休

みにできたらなというように、事務局としては考えています。 

中口委員   ２日ぐらいだったら、少し不安が残るのではないかなと思います。 

大西会長   いかがでしょう。委員の皆さんは。 

椛山委員   質問ですけれども、先ほど、山田小学校のところで、校庭開放事業と

のかかわりについてご報告があったと思うんですが、山田小学校以外

は、校庭開放事業を実施しながら、放課後子ども教室モデル事業も実施

しておられるということですけれども、この事業をやりながら校庭開放

事業も実施している、同時に実施しておられるということですか。 

事務局    そうですね。津田小学校とかは、もともと校庭開放事業を実施されて

いるんですけれども、時間が４時までで、子ども教室と若干、時間が異

なっていますが、もともとやられていたというのはあります。ただ、

今、見ますと、津田小学校の率が 23.4％ということで、校庭開放事業

を実施していたわりにはちょっと低いので、その辺については事務局と
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しても原因を追究しないといけないかなと思っているのですけれども。 

椛山委員   子ども教室の運動場の使用と、校庭開放事業が並行して行われている

わけですか、同じ時間帯に。 

事務局    そうですね。ただ、子ども教室の子どもたちは、目印としてリングを

しているということがあるんですけれども、津田小学校は同時にやって

いるんですね。 

事務局    はい。校長先生のお考えとして、子ども教室に入るということではな

くて、入らなくても活動するという、そういう選択もあっていいんじゃ

ないかというお考えがありまして、そのまま、校庭開放事業は継続する

という判断のままで、恐らく週４日やっている放課後子ども教室モデル

事業と同じ時間帯に、校庭開放事業が行われているということは考えら

れるんですけれども。 

椛山委員   子どもたちは、混じって遊んでいることもあるということですね。 

大西会長   いかがでしょうか。ほかの委員の皆様。 

中口委員   混じって遊んでいるということは、逆に責任の度合いというか、どこ

になってくるのかというのは。 

事務局    子どもたちはあんまり意識していなくて、子ども教室に入っていると

か、入っていないとかは関係なく、校庭で留守家庭児童会室の子どもた

ちとも一緒に遊んでいることもあるので、恐らくあまり、そんなに意識

していないと思います。 

荒木委員   でも、当初の目的が、子どもたち、家に帰った子どもと、留守家庭児

童会室の子どもの交流の場にするというのが、当初の目的ではあるけれ

ども、責任の所在という言い方はあれかもしれないですけど、もし、校

庭開放事業で遊びに来た子がけがをしていました、誰が見ますかといっ

た場合に、この管理者の方が見るのか、どうなのか。一緒に遊んでいた

ときに、「いや、うち違いますんで、見ませんわ」というわけには、多

分いかないと思うので。 

事務局    そうですね。確かに保険はみんなそれぞれ違いますが、一緒に遊んで

いて、けがをしてしまったら、「この子は留守家庭児童会室の子どもだ

から、私は知らんわ」ということにはならないので。大人として、けが

をしている子どもを目の前にしたら、放っておけませんので、結局、原

因というのは、原因者は誰かというのは、後からの問題になってくると

は思うんですけど、その場というのは、子どもの安全を第一に考えてま

いります。 

荒木委員   実態の人数はわかっていないということですね。校庭開放事業の子た

ちも来ているということは、実態、登録者数としてはここにデータとし

て出ていますが。 

事務局    そうですね。そのデータを調べさせていただきます。 

荒木委員   当日の利用者数も、多分出ているとは思うんですけど、実態はもしか

したら、校庭開放事業に参加している子どもの人数の方が、どさっと来
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ているかもしれないので。 

椛山委員   お隣の学校なので、校長先生から今までの状況は聞いたことがあるの

ですが、普通、ほかの学校でしたら、地元ですけれども、一旦帰ってか

ら遊びに来なさいという形で、校庭開放事業を実施しているんですけれ

ども、多分、津田小学校さんは、帰らなくても遊んで帰ってもいいとい

う形での校庭開放事業をずっと実施されているので、ほぼ、今やってお

られる事業と同じような形で、遊んで帰っていることになっているん

じゃないかな。子どもたちは、だから、一緒の時間にやっておられると

いうことであれば、普通に今までどおり、校庭開放事業で遊んで帰って

いた子どもたちと同じような形で、終わる時間が違うだけで、そうなっ

ているんじゃないかなというふうに思います。 

荒木委員   登録するか、登録しないかというところですよね。津田小学校の保護

者さんを知っていて、実際に事業が始まっているので、どうですかと聞

いたら、子どもさんはすごい体験イベントが楽しかったと、入りたいと

いう話をしていて、でも、その子は留守家庭児童会室にも入っているの

で、まだ現状では入れていないと。そのお母さんは、現状では入れてい

ないけれども、実際、16 時半ぐらいまで見てくれるのであったら、子

ども教室に行こうかなという、待機のような状態を、今、とっておられ

ます。それが、多分、津田小学校は人数が多いので、お母さん伝いに、

こういうことだからというように、登録者人数が突然どっと増えるパ

ターンも、もしかしたらあるのかなと思います。校庭開放事業に参加し

ている子どもの分も含めて。 

横山委員   質問なんですけど、ちょっと教えてほしいんですが、校長によって、

校庭開放事業の実施方法というのは変えられるということですか。枚方

市内で一律ではないのですか。 

事務局    一応、学校長が権限を持っておりますので、それぞれの学校で、校長

の考えで校庭開放事業を実施していたりはしています。 

横山委員   もし年度がかわったら、そのときの校長先生もかわられるじゃないで

すか。何年サイクルというのは、ちょっとよくわからないですが。その

たびに、実施方法が変わるということもあり得るということですね。 

事務局    そうですね。それはちょっと確認していかないといけない部分ですけ

れども。 

横山委員   何かちょっと、不安かなと思って、聞いてみました。 

代田委員   検証事項の内容に、ちょっと踏み込んだ話になるかもしれないんです

けれども、子ども教室と校庭開放事業を同時に実施するということで考

えると、同時に異なる事業を実施するメリットが、もう一つ見えなく

なってしまったのではないかなと思うのが感想です。むしろ、校庭開放

事業という既存の、子どもたちを対象とした事業がもし充実をするなら

ば、もう既に子ども教室が目的とするべきところというのは、満たされ

るのではないかと。かえって、そこに登録や安全の担保の問題とか、保
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険手続の問題を入れることによって、かえって煩雑化してしまう可能性

というのが、ちょっと検証すべき内容としてはあがってくるのではない

かなというように思いました。ちょっと意見としてあげておきます。 

事務局    ありがとうございます。 

大西会長   そうですね。今回、我々の会議の中でずっと話に出てきていることと

いうのは、既存事業との関係をきちっとしていこうということで、既存

の、いわゆるいろんな事業を乗っ取っていくような形ではなくて、共存

というよりはうまいこと実施していく、今ある既存の事業ができていな

い部分を、こちら側の子ども教室が担保していくような形で、うまく関

係をつくっていって、いつも言っていますけど、子どもにとって平等な

状況をつくっていこうということを言っていますので、校長先生のお考

えもいろいろあると思うんですけれども、両方やられるところもあって

もいいかなとは思いますが、そうなってくると子ども教室、こちらのほ

うの教室も少し形を、同じような形で平等化するのではなくて、形を変

えたあり方というのも考えないといけないですよね。 

 代田委員がおっしゃったことは、そういうことだと思うんですけれど

も、そういったところがどうなのかというのは、少し検証する必要があ

るかなとは思います。 

 ほか、いかがでしょうか。 

代田委員   少し、角度が違う質問をさせていただきたいんですけれど。 

 参考資料４に、「蹉跎小 子ども教室だより」というのがあって、月

間というのか、月の予定とかも非常にわかりやすいような形で見られる

なと思っています。少し、この表の読み方を教えていただきたいんです

けれども、時間割とかカレンダーがあって、専用室、校庭の、これは事

業実施時間だと思っております。子ども教室がない日は、「おやすみ」

と記載されている。19 日スタートで、そこには活動内容が黒の白抜き

で記載されているのですが、これはどういうふうに展開されるんでしょ

うか。15 時半より行いますということですが、これは、どなたかが主

導で遊びを提供されるということですか。 

事務局    ここから第２クールに入っておりまして、通常の専用室での遊びに加

えて、体験活動等の教室の位置づけとして、ハンカチ落としとか、大縄

跳びとか、工作教室とかを行いますというように書いていますので、ハ

ンカチ落としに参加したいなと思う子は、校庭でやりますのでというこ

とで、校庭でやる場合は 15 時 15 分から、何もせずに校庭を、普通に

サッカーなどしたりする子は 15 分から遊べるけれども、ハンカチ落と

しは時間を決めて、15 時半からやりますよというふうに、このプログ

ラムに関しては持ち時間が固定で決まっているということになっている

ということです。 

代田委員   15 時 30 分から、この体験教室型の遊びが展開されて、終了は 16 時

30 分ですか。この遊びを提供される方というのは、どなたがされるの
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でしょうか。 

事務局    教室指導員という方が行います。通常のスタッフが４人なんですけれ

ども、これに加えて、この遊びを主導していただける方を、事業者の方

が配置するということになっています。 

代田委員   資格要件等というのは。 

事務局    設けておりません。 

代田委員   特になしですか。放課後子ども教室モデル事業の事業者が選定すると

いうことで。わかりました。ありがとうございます。 

 １時間、「ハンカチ落とし」はなかなか長いですね。「だるまさんが

ころんだ」が１時間というのも長いなと思いながら、ちょっと一緒に見

ていてたんですが。 

蔦田委員   専門的な役割というか、どんな方がこの遊びを行うんですか。 

事務局    こちら、受けていただいている事業者が、学習教室の事業をされてい

る方なので、そういった子どもたちに、普段、接しながら、勉強を教え

たりしていらっしゃる方がやっていくというふうには聞いていますが、

実際に行われる方が、遊びのどのような指導をされるのかというのは、

実際に見に行って、確認したいと思っています。普段から子どもたちと

は接している方なので、その辺の距離感というのは、多分、持ってい

らっしゃると思います。 

蔦田委員   話がそれるかもしれないんですけど、よろしいでしょうか。 

こういった事業を行うときに、例えば民間に委託する場合、委託先が学

習支援を通して子どもを見ているから、子ども教室も大丈夫だろうとの

見方というのを私たちはするんですけれども、学習支援をやっている団

体というのは、子どもをそこに座らせて学習を、勉強を見ることが多い

ですが、この場合一定の支配関係がありますよね。指示・指導する側と

される側の関係性です。この場合指導は入りやすいんですが、しかし、

遊びとなると、遊びのプロという言い方がいいかどうかわからないけれ

ども、子どもを集団で見て遊ばせることにたけていないと事故が起こり

ます。子どもを遊ばせることは一定の技術を必要とします。 

「学習支援をしている、僕たち、私たちは年間何百人もの子どもを見て

います、だから大丈夫です」と言うけど、こと遊びに関してはできない

場合が多い。子どもの集団をつくって遊ばせるということには技術がい

るということを、私たちは認識しておかないと、学習支援やっているか

ら、子どもを見ることができるというのは、私は、間違いではないかと

思います。 

大西会長   通常ですと、レクリエーションインストラクターとか、レクリエー

ションワーカーとか、そういったような有資格者がやっていたり、それ

から社会教育主事を持っていて、そういうキャンプとか、そういう指導

をされている方がやると、結構いけるようなことになると思うんですけ

れども、学習塾がそこまで考えているかどうかは、ちょっとわからない
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ですね。 

荒木委員   トライグループには実績があるのですか。 

大西会長   あるみたいです。 

事務局    トライグループはそうですね。実績はあるんですけど、どちらかとい

うと、学習のほうに力を入れているので。ただ、実績は確かに、どこか

の市で実施してしていたのですが。 

事務局    浦安市。 

事務局    浦安市、そういうのは、あるのはあるんですけれども。 

蔦田委員   その辺はぜひ、代田委員のお力をおかりして。 

代田委員   １つは、例えば、体育の授業等で、決められた時間でカリキュラムが

あって、そこに参加する子どもたちも、例えば何年何組の子どもたちと

いう固定をしていて、前後の教師と児童との継続的な関係が成立すると

いうことがありますね。 

 これは遊びということになりますし、そもそも登録はしているけれど

も、当日、来るか来ないかというのが、児童館の形態としては、いわゆ

る自由来館制になっていますので、非常に、そのときのメンバーを予測

して、展開を先生のほうが、教育課程の計画を立てるわけにはいきませ

んので、非常にその場、その場での適切な対応と、子どもたちから噴き

出してくるようなものを受けとめながら遊びを展開していく観点でいく

と、独特の専門性が求められますので、浦安市での実績というのは、何

に基づいてという、どういう判断なのかということも、ちょっと、私は

勉強不足だったんですけれども、非常に、特に遊びということに限って

いうと、やるか、やらないか、どんなふうに展開をしてくのかというこ

とまで、一定、子どもたちの自主性とその提起を飲み込んで次の展開と

いうのを考えますので、ハンカチ落としという遊びをレクチャーするだ

けなら構わないんですけど、一緒に楽しんで遊ぶとなると、かなり高度

な専門性を求められるんじゃないか。 

 それを、恐らく、例えば、留守家庭児童会室の先生方であったり、校

庭開放事業等で子どもたちと関わってこられた方や、地域の子どもたち

の遊びを支援されてきた方というのは、磨いてこられたと思うんです。

ただ、それも含めて既存の地域のマンパワーという財産として活用して

いかないと、これ、全くもったいないことだなというように思いまし

た。ちょっと印象論も含めてなんですけど、すみません、ちょっと発言

させていただきました。 

植田委員   ちょっと１つ。ちょうどいい具合に、ここに工作教室が書いているん

ですけど、これ、材料も道具も、当日に子どもたちが持参してくるとい

うことですので、もう学校へ持ってきているわけですよね、その子ども

たちだけが。だから、牛乳パック、はさみ、学年によるだろうけど、１

年生あたりはかなり使いにくいんじゃないかなというように思います。

これは実際、もうここではやっているから、実施される人はそれぞれ、
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今、出ているように、専門的な方だと思うのですけれども。やっぱり子

どもって、今、話に出ているのでずっと考えるとほんとうに、組織され

ていない子どもに何かさせる、そのときにちょっと怖いなという感想は

今、持ちました。 

 土曜日、ある会場でお手玉をやらしていました。参加者 19 人、大人

が 12 人ほどいましたが、そんな中で子どもたちにやらせるのですが、

慣れていない人がやると、子どもたちはむちゃくちゃです。ただ、順番

どおり、うまくこうやって、順番どおり練習しながらやっていくと、さ

すがに、すごくそこら辺は専門性のある方とない方の差というのを、こ

の間、痛感しましたので、ここに来られている方は、そこら辺は大丈夫

だと思うんですけれども、１回、これは見てみたらおもしろいのと違う

かなというのが、これを見させてもらった感想です。 

大西会長   ありがとうございます。ほか、よろしいでしょうか。 

代田委員   蹉跎小学校の活動時間のところなんですけれども、これ、恐らくもう

11 月中旬の第２クールに入っているということですので、留守家庭児

童会室の事業のほうも同時並行という形になりますけれども、そことの

関係でいうと、こちらのプログラムのほうに参加して、また留守家庭児

童会室のほうに帰っていくというようなモデルをイメージしておけばい

いのでしょうか。専用室や校庭の利用のところで、例えば、子ども教室

をやっているその時間帯、校庭では、留守家庭児童会室の子は遊んでは

いけないというようなことがあるんでしょうか。 

事務局    一応、校庭の時間というのは、別に留守家庭児童会室と厳格に分けて

いるわけではないです。ただ、一緒に遊んでいるところ、実際に私は、

あんまり見たことはないんですけれども、分けていないので、多分一緒

に遊ぶことはあるとは思います。実際、子ども教室に行って、そのまま

留守家庭児童会室に行く子もいれば、子ども教室に入らずに、いきなり

留守家庭児童会室に行く子もいますので、その辺でちょっと一緒に遊ぶ

ことは、想定としては、私の中ではあるんですけど、実際、私は見たこ

とはないんですけど。 

事務局    実際、留守家庭児童会室の外遊びの時間帯が、大体 16 時ぐらいから

始まります。子ども教室が 16 時半までですので、30 分間ぐらいは同じ

校庭で遊ぶ時間帯、交わる時間帯はあるということです。 

大西会長   ほか、何かご意見はございますか。 

蔦田委員   お友達と一緒に仲よく遊んでという件も出ていますけれども、何か

あったときの避難誘導というのは、いつ話に出ていましたか。子どもた

ちがごっちゃになっているんですよね、留守家庭児童会室の子が校庭で

遊んでいる場合。それを、例えば避難しなければいけない地震があった

とか、避難させなければいけないときというのは、これは、何かマニュ

アルがありましたか。 

事務局    こちらの緊急時マニュアルというのがありまして、子ども教室の場合
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は、１か所に子どもたちがいるのではなく、校庭にもいれば、指定専用

室にもいるし、場合によったら、違う教室にもいたりすると。必ずそこ

には１人の見守りをするスタッフがいるようにはしていますので、そち

らのスタッフが連絡を取り合って、避難場所に移動すると。学校で避難

場所がそれぞれ決まっていますので、例えば、中庭に集合しなさいとか

というのが。それに従って、スタッフが誘導するということにしており

ます。もちろん、時間帯によったら、学校の先生方もおられる場合もあ

りますので、学校と協力をして避難活動を行うというふうになると思い

ます。 

植田委員   そのときって、当然グラウンドの中でごちゃ混ぜになっているとき

に、地震で揺れた、この子ども教室の子どもたちは、そうやって、そこ

へわっと来る、校庭開放事業に来ている子らもわからないから一緒に来

た、その場合、一緒に対応はしていただけるんですよね。 

事務局    一緒に対応しないといけないと思います。 

荒木委員   でも連絡先を登録している子は知っているけど、校庭開放事業の子ら

は先生らに頼らないとだめ。 

植田委員   それは、集まってからの話で、そこから学校へ連絡して、学校のほう

から連絡をとってもらうことになりますよね。 

事務局    留守家庭児童会室の子は、留守家庭児童会室に連絡先がありますし、

子ども教室は子ども教室で連絡先があるんですけれども、単なる校庭開

放については、学校のほうで把握されているのでしょうか。 

椛山委員   そうです。多分、ほんとうの緊急時は学校のほうで連絡をとらないと

いけないと思う、そこにいる子については。ただ、地震とかではなく

て、ちょっとけがをしたとか、そういう子に関しては、原則として、絶

対していないということは全くないんですけれども、校庭開放事業を実

施するときに保護者の方に、これだけはご了承願いますということで、

これは学校の行き帰りでもないし、学校の教育課程でもないので、ス

ポーツ振興センターのけがの対応はできません、学校の教育課程ではな

いので、基本的には、これはおうちの方の責任で、校庭開放事業へ参加

していただくことをお願いしているんです。公園とかで遊ぶのと同じ延

長で、学校を公園の代わりに開放しますよということなので、それにま

ずご了承いただいて、校庭開放事業を実施しているんです。ただ、実際

に地震があったときとか、子どもが遊んで、ブランコで落ちてけがをし

たというのを職員室から教員が見ていて、何もしないということは実

際、それはないですので、そのときには保護者に連絡をするなり、救急

車を呼ぶなりということもしますし、ちょっとけがをしたから見てくれ

と保健室に来たときには、けがを見たりするということはしています。

ただ、けがについてはおうちのほうで責任を持ってくださいということ

で、お願いをしています。 

代田委員   マニュアルについてですけれども、放課後児童支援員の認定資格研修
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で、いわゆる留守家庭児童会室の職員さんが受けている資格研修なんで

すけれども、その中でもやっぱり、子どもの安全対策や緊急時対応とい

うのは必ず教科書に入っていて、必修になっているんですけど、そこで

は大体、緊急時の対応というのは３種ぐらいの業務が発生して、当事者

の事故そのものへの対応と、その周辺にいてる子どもたちへの対応、動

揺しますので。それで、関係諸機関や必要な手当て、連絡を調整した

り、例えば緊急車両を手配したりという、最低でも３つの業務が同時に

発生するということで、教授すると思うんですけれども、このいただい

たマニュアルは、放課後子ども教室モデル事業の、モデル事業内部での

緊急時対応ですので、例えば、最初の冒頭に、けが人が発生したときは

応急手当てを実施すると同時に、他のスタッフに連絡を行ってくださ

い。つまり、ここでもう既に、複数配置が前提のマニュアルになってい

るんですが、例えば、その日、同日で実施されている子ども教室に参加

しているわけではないが、そこの場にいてる子どもたちが、目の前で起

こったときに、これまでの議論で言うと、その子が子ども教室の子であ

るかどうかを確認しなさいなどということは、ここに入れるわけにはい

けないわけです。子ども教室の子どもの場合は応急手当てをしてくださ

い、それ以外はそのところに伝えてくださいということはできないわけ

ですから、それこそ、その日、同日に使っている各種の事業であった

り、それを統括もしくは本部的な役割を担うところに、どこか、合同と

いう言い方がふさわしいのか、それこそ連携という言い方がいいのかな

と思うのですが、その日、そのとき、そこにいてる子どもたちの緊急時

の対応や安全対策については、連携の形をほかの事業とも想定して、マ

ニュアルというのは作成されるべきじゃないかなというふうに。その

後、今、委員がおっしゃったように、けがへの対応や、一次責任、二次

責任や保険の適用については、制度に乗っかってやられる部分ですけれ

ども、ちょっと、そのあたり、事業の枠組みを超えた形での連携という

のがないと、子どもの安全というのは確保しにくいかなというふうに懸

念されますので、発言しました。 

大西会長   その辺をちょっと検討していただいて。 

事務局    そうですね。ちょっと検討させていただきます。 

大西会長   よろしゅうございますか、そのほか質問はありませんか。 

 なければ、案件１「放課後子ども教室モデル事業について」ですが、

事務局から報告を受けたということで、本審議会で説明を受けたという

ことで、承認をするということでよろしいでしょうか。 

 

（「はい」の声あり） 

 

大西会長   ありがとうございます。 

 それでは、次の案件ということになりますが、議案２「児童の放課後
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対策に関する基本計画について」ということで、事務局から説明をお願

いいたします。 

事務局    では、資料２をご覧ください。議案２「児童の放課後対策に関する基

本計画について」、ご説明いたします。 

 児童の放課後対策に関する基本計画に記載する内容です。「１．計画

の趣旨」としまして、国が作成した放課後子ども総合プランの内容を踏

まえ、本計画を策定するものです。 

 「２．計画の位置付けと策定の期間」につきましては、放課後子ども

総合プランの行動計画としての性格を持ち合わせた基本計画であるとと

もに、枚方市子ども・子育て支援事業計画の別計画として策定するもの

です。また、計画期間については、枚方市子ども・子育て支援事業計画

の次期計画期間と合わせて、終期を平成 36年度とするものです。 

 「３．計画の体系」としましては、本審議会の意見を集約し、放課後

のあり方についてお示しをいただきました、中間まとめが基礎になって

おります。基本理念を「子どもの放課後を豊かに」としており、子ども

たちにとっての自発的・自主的な諸活動が行われる自由な時空間、放課

後の時空間とその機能を改めて子どもたちのものとして再生していくと

しています。 

 「基本的な考え方」として、「（１）子どもが自発的、自主的な諸活

動を行うことができる環境の整備」、その中に「①全ての児童の安全・

安心な居場所の確保」と、「②発達段階に応じた主体的な遊びや生活が

できる環境の整備」をあげています。 

 次に（２）としまして、「子どもが自発性、自主性を発揮することが

できるような働きかけ」があり、その中に、「①多様なかかわりを行う

大人の存在の必要性」、「②子どもの権利を守り、具現化するための大

人の連携」をあげています。 

 次に、ページをめくっていただきまして、「４．枚方市の現状と課

題」は、今までの審議会でお示しをいたしましたアンケート結果や、児

童の放課後対策プロジェクトチームからの報告などをもとに記載をいた

します。①にあります、「留守家庭児童会室の利用等に関するアンケー

ト調査結果」について、参考資料 11 をご覧ください。留守家庭児童会

室の利用等に関するアンケート調査については、本基本計画を構成する

項目になっています。自由意見欄には、保護者からのさまざまな意見の

記述があり、昨年度に作成した報告書では、代表的な事例を記載してい

ました。今回いただいた意見の抜粋に、教育委員会の考え方をお示しし

ています。基本計画のアンケート調査の報告に、教育委員会の考え方を

あわせて掲載し、ご意見と市の考え方を公開することによって、保護者

への回答とさせていただきます。 

 主な意見については、留守家庭児童会室の長期休業中だけの入室希望

や、土曜日の開室希望などがございましたが、近年、入室を希望する児
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童が増えていることや、職員の確保など、最優先とすべき課題につい

て、まず対応していくというふうに説明をしています。また、運営や職

員の対応への要望や、その他、施設の改善などについて、保護者の意見

を参考に保育に努めるというように回答しています。 

 あと、現在、行っています放課後子ども教室モデル事業の検証から、

課題の抽出を行いたいと考えています。 

 次に、資料２に戻らせていただきます。「５．目標事業量及び方策に

ついて」、留守家庭児童会室事業の目標事業量ですが、今後の放課後子

ども教室モデル事業の検証結果を踏まえ作成する必要がありますので、

現段階では具体的な目標事業量をお示しすることはできませんでした

が、量の見込みの考え方をお示ししています。平成 31 年度の目標事業

量の上方修正を行うとともに、近年の好調な雇用情勢を背景に、小学校

児童がより減少傾向にある一方で、入室児童は増加していく状況にあり

ます。当面、この傾向が継続するとの予想のもと、一定量を見込む必要

があります。 

 小学生児童に対する留守家庭児童会室児童の在籍率は、これまでの傾

向から、１年生から４年生は毎年１％の増、５、６年生は横ばいという

ように考えまして、平成 34 年度をピークに減少することが見込まれ、

現在の定員総数から見まして、一定の量的確保が充足されています。な

お、今後、宅地開発やマンションの分譲等の増加に伴い、留守家庭児童

会室児童が増加することが予想されるため、待機児童対策は必要になり

ます。 

 資料２に、また戻っていただきます。「（２）放課後自習教室につい

て」でございます。放課後自習教室は、小学校 45 校と中学校 19 校で年

80 回程度実施されていますが、これまでの効果を検証したうえで、見

直し・改善が必要な時期にきているというふうに考えております。放課

後子ども教室モデル事業の検証結果を踏まえ、１つの学校で実施するう

えでより効果的・効率的な取り組みとなるような検討が必要です。 

 次に、既存の事業との関係性について、放課後自習教室、留守家庭児

童会室、枚方子どもいきいき広場が開催されている時期・時間帯におい

て、児童と保護者のニーズをどのように捉え、どのような方向で実施す

ることが望ましいのかを検討する必要があります。既に、放課後子ども

教室モデル事業の実施校から、放課後自習教室に参加している子どもが

減っているという報告も受けております。また、土曜日には、枚方子ど

もいきいき広場との調整が必要で、三季休業期には地域団体への施設開

放事業との調整が必要となってまいります。三季休業期には家からの登

下校が集団登校ではないため、安全の確保には配慮が必要ですし、暑い

時期の体調管理面でも注意が必要です。留守家庭児童会室の例では、気

温が 30 度を超えると外では遊べないというのが、夏場のルールになっ

ているようです。 
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 このような実施の条件や、他の既存事業との関係性を踏まえて、放課

後子ども教室モデル事業の実施方法について検討することが必要となっ

てまいります。 

 先ほど、参考資料 11 の説明で、留守家庭児童会室の利用等に関する

アンケート調査の意見に、夏休みのみの利用希望の自由意見記述が多く

あったことを申し上げましたが、今回、放課後子ども教室モデル事業の

実施時期を延期したことにより、夏休みの検証ができず、放課後子ども

教室モデル事業を実際に行った際の実績の把握が十分にできませんでし

た。このことは、課題として認識しているところです。 

 次に、児童の放課後対策に関する基本計画の名称については、前回の

審議会でご意見をいただきましたので、「児童の放課後を豊かにする基

本計画」に名称を変更するということで、よろしくお願いいたします。

今後は、変更した名称を使用いたします。 

 次に、参考資料 12 をご覧ください。新・放課後子ども総合プランな

んですが、国が平成 26 年７月に発出した放課後子ども総合プランで

は、平成 31 年までの５年間を、待機児童の解消や一体的な放課後児童

クラブや、放課後子ども教室の運営について取り組みを進めることとし

ていましたが、平成 31 年度からの５年間としまして、平成 30 年の９月

に、この新しい新・放課後子ども総合プランが策定されて発出されてお

ります。 

 次に、参考資料 13 でございますが、今後のスケジュールについてで

ございます。子ども教室の実施期間が２月まで延期になりました。その

間、事業者のモニタリングや、利用者へのアンケートを予定しておりま

す。３月に審議会からの答申を受けて、平成 31 年度にはパブリックコ

メントを行い、その後、基本計画の策定を予定しております。 

 「児童の放課後対策に関する基本計画について」の説明は以上でござ

います。 

大西会長   ありがとうございます。基本計画についての説明で、基本理念とか基

本的な考え方は、既にこの審議会で確認をしているところです。今、説

明がありましたが、何かご意見等ございませんか。 

代田委員   ２ページの量の見込みに関して、留守家庭児童会室の在籍期間中     

の案なんですけれども、これはあくまで私の１つの意見だと思っていた

だいたらいいんですけれども、利用実績について、平成 30 年度、つま

り今年度 4,706 いうことになっております。量の見込みのところで、５

年生、６年生は横ばいだと言っておられましたが、おおむねこの横ばい

という判断でいいのかなと思うんですが、１回目の審議会のときにいた

だいた資料で、29 年度から５年生までの受け入れを始めた、そして平

成 30 年度で６年生までの受け入れを始めたということになっておりま

すので、これはよその市町村や都道府県でも出ていることなんですけれ

ども、こうやって年次計画的に受け入れの学年の上限を上げていくと、
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子どもたちや保護者の中に、ここに通い続けるという具体的なモデルが

できていくんです。 

 これは、留守家庭児童会室の内容の質とも非常に密接なかかわりを

持っていると思うのですが、例えば５年生、６年生の子どもたちにとっ

て、充実した放課後を過ごす生活の場になっていったり、いろんなこと

を感じ出す時期になりますので、居場所として留守家庭児童会室が機能

し出すと、４年生で終わりだったけど５年生まで行けるんだ、５年生ま

でで終わりだったけど６年生まで行けるんだなということで、ニーズと

いうのが微増していく、もしくは年度によったら、あなたが残るなら私

たちも残るわという、友達関係によって続けるか、続けないか、このあ

たりが非常にはっきりしますので、もしかすると横ばいというか、高学

年も比率が高くなり得る可能性もありますので、その場合、もし 1.65

平米を基準にした定員を設定している場合、いわゆる待機児童が出てく

る、そういうことがいろんな市町村で起こっておりまして、見込み調査

については非公式ではありますけれども、例えば市当局がちょっと見込

み調査は甘かったですというようなことも、ちょっと漏れ聞こえてきま

したので、そのあたりをご参考に発言しておきます。 

 もう１つは、これは、私は枚方市としてはぜひ堅持していただきたい

なと思うことなんですが、国の新プランのほうでは、いわゆる留守家庭

児童会室と全児童を対象とした放課後子ども教室に関しては、一体的と

いうのが第一義なんですが、枚方市についてはまず連携でということ

で、１つの事業の中に両方の機能を埋めこんで、事業として一本化、一

体化、今まで枚方市の中ではするということになっていませんので、一

体化したときに必ずどちらかの事業の質というのは低下していくと、私

は考えています。ですから、留守家庭児童対策事業を、全ての子どもを

対象とした放課後子ども教室に吸い取っていこうとすると、留守家庭児

童会室のほうで充実されていたケアの部分、福祉の部分というのが機能

的に落ちていくと考えていますので、国としては一体的で、かなり予算

要望もされているようですけれども、ぜひ連携、もしくは独自の、それ

ぞれの事業がそれぞれの役割を果たすということで、子どもの放課後を

豊かにする基本計画を進めていただけたらなと、これは最後の要望であ

りますけれども、発言させていただきます。以上です。 

大西会長   ありがとうございます。 

 どうでしょうか。それに関してでもいいですし、また別のご意見でも

構いませんが。 

荒木委員   今のご意見に関してなんですけど、保護者側の意見として感じている

ことは、今、５年生のうちの長男がつい最近、留守家庭児童会室をやめ

て、今はもう家に１人でいる状態になったんですけど、その原因という

のが、周りの友達がみんなやめていく、家でもいられるかなという状態

に本人の成長が伴って、やめようかという話にはなったんです。実際、
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やっぱり５年生、６年生を受け入れた段階から見ると、人数は大分減っ

ているかな、やめている子も多いと僕は感じています。先ほども話をし

たんですけれども、津田小の保護者の方で、放課後、この子ども教室に

入ろうかなと言っている方が一番気にされていたのは、留守家庭児童会

室の中でやっていた宿題が、ちゃんとできるかどうかというところが、

その保護者さんはすごく気になっていたので、それができるかどうかと

いうところが多分、保護者にとってもネックだし、子どもも多分、16

時半まできっちり遊んで、家に帰ってできるかどうか。今まで留守家庭

児童会室でやっていた分が、家に帰ってできるかどうかというのが、

ちょっと、環境が変わると宿題もきっちり終わらせることができるのか

というのが、本人にとってもそうだし、保護者にとってもちょっと負担

にはなるのかなと思ったので、もし、この事業の中で、宿題という取り

組みをできるのでしたら、両方のニーズは賄えるかなという感じはして

いるんですけど。 

事務局    実際、私が見に行った学校によりますと、教室の自由遊びの時間に、

子どもたちが自主的に宿題をやっているんです。これはすごいなと思っ

たんですけど、全ての学校がそうだとは思わないんですけれども、私が

見た学校、全員が宿題をしていたので。その後に遊ぶという、そういう

生活習慣みたいなのはついている子どもたちもいました。 

荒木委員   留守家庭児童会室からそっちに移行してくる子たちは、そういうのが

身についているので、多分一緒になって、その子がメインになって、事

業のほうに新規で入ってきた子たちも同じようにやってくれれば一番い

いのかなと思うんですけど。勝手にそういう環境を構築してくれれば、

子どもたちの中で、親も手間がかからずお互いのニーズが満たせるかな

という。 

代田委員   宿題をやる子は、多分どういう環境だってやる。むしろ、自主的な勉

強の時間だよと声をかけても、やはり誘惑的なモーメントに負けちゃう

子どもたちが増えてきていたり、そういう子どもたちというのは、設定

していてもやらないわけですから、これを具体的に例えば、宿題は、と

声をかけても、今日はないとか言い出すんです。それで、プリントをく

しゃくしゃっと、ランドセルの奥でくしゃくしゃになっていたり、家に

帰ってから、学校に忘れたとか言うので、そんなことにもなるので、宿

題をやるのであれば、宿題をやるように声をかけるということが入って

いないと、なかなか難しい。 

荒木委員   そうです。だから、留守家庭児童会室は、基本的にやらせるという言

い方はおかしいですけど、やる時間をしっかりとって、先生たちもそう

いうふうに促すという形になっていると思うので、そこがちょっとどう

かなというのは思いますけど。ネックにならなければ。 

事務局    いい意味でも悪い意味でも、ローカルルールというのができてくるの

ではないかと思います。とにかく１人の子がこっちに誘導するパターン
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が生まれてきて、それが、いい面でも悪い面でもできてくるぐらいのと

きに、教室として、それをどこまで呼び戻すことが必要なのか、できる

のかということも、その辺も検証の１つかなと思ったりしているんで

す。というのは、基本的にはやはり、いわゆるそういうお部屋なり、体

育館なり運動場を使って、子どもの自由な活動の場ですよというのが前

提だと思いますので、その辺の中身の振り分けというか、ルールをどう

つくっていくかというところも、ちょっと検証材料というふうには思っ

ています。 

大西会長   ありがとうございます。宿題やるのも自由な活動ですから。 

荒木委員   保護者にとっては、メリットが大きい。 

大西会長   ありがとうございます。ほか、いかがでしょうか。 

椛山委員   じゃあ１つ。夏休みの検証を今年できなかったということで、来年に

されるということなんですけれども、こちらの一番初めのところにも書

いてあったように、夏休み、やはり、今年は特に熱中症の心配があった

んです。もちろん 35 度以上になったときに、運動場を使って活動する

ということはされないと思うんですけれども、私たちもそうだなと思っ

て、学校で、今年水泳教室などをやるときに思ったのは、学校の活動

は、水泳教室なり運動場での活動は、もちろん 35 度以上とか、熱中症

指数が 31 度になったときにはもう絶対やらないですけれども、子ども

たちはそこに至るまで行き帰りがあって、結局、うちの学校でも、結構

登校に時間がかかる子どもが多いものですから、朝はちょっと温度が低

いので来られても、帰る時間、10 時半なり、12 時とかになると、かな

り気温が高くて子どもを安全に帰せないということもありまして、なか

なか教室なり、授業そのものはできたとしても、子どもの行き帰りのこ

とを考えると、ちょっと安全面が保証できないなということを、この夏

休みには感じました。ですので、事業をやるとなったら、来るも来ない

も自由ですよというのは自由なんだけれども、子どもたちの活動時間な

り、来る時間なりのことも、どこか考慮に入れておかないといけないの

かなという気がします。 

事務局    温度の話もありますし、子ども教室自体を実施するときには、温度と

かも確認しないといけないですが、行き帰りですよね。私が個人的に考

えているのは、来年の夏にできるかどうかわからないんですけど、やり

たいというふうには思っているんです。午前中の時間にやって、昼、暑

いじゃないですか。だから、午前中にできたらいいのになというふうに

は、個人的には思っているんですけど。でも、先生がおっしゃったみた

いに、10時とかでも暑いんです。 

椛山委員   そうですね。もう、みんな暑かったです。まして、12 時とかに子ど

もを帰らせるということが、もう無理だなと思ったんです、夏休みに。 

事務局    難しいですね。その辺も、ちょっと考えないといけないかなと思って

いるんですけれども、ただ、どうしても、さっき中口委員がおっしゃい
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ましたが、今年、夏にできなかったというのがあって、子どもの休みの

ときの状況というのがわからないので、検証として十分ではなかったの

で、来年もやりたいなというのは、事務局としては考えていけたらなと

いうふうに思います。確かに、行き帰りはちょっと問題ですね。 

代田委員   恐らく留守家庭児童会室の子どもに関して言うと、暑いから活動に参

加しないで、お部屋の専用室でちょっと休憩ということもできるでしょ

う。ちょっと違うお話ですけど、放課後児童クラブの運営指針なんか見

ていたら、放課後の生活で一番最初に、いろんな放課後の生活がありま

すよねと書いて、一番最初に休息というのが来ていて、休息や、何々

や、何々、第一義的に休息のあり方が出ていたんですけど、何も過ごさ

なくても、休息することそのものが留守家庭児童会室の目的、活動内容

に含まれているからいいんですが、子ども教室に関して言うと、来て、

何もしないということは事業の存在意義そのものがなくなってしまうの

で、まさにその行き帰りも含めて、条件が整わないときにどうするのか

とか、その条件を超えて子どもの安全をどう守るのかとか、ちょっと事

前に考えておいたほうがいいかなと思います。ふたをあけたら、結局で

きませんでしたということにならないかなという懸念があります。 

事務局    では、ちょっと今後、委託業者と考えて相談していきます。 

大西会長   ありがとうございます。どうでしょう、ほかにご意見ございますか。 

 アンケートなんか見ますと、夏休みの利用ですけれども、ご希望の保

護者がかなり多いというふうに見えているんですけれども、その点につ

いて少し、このアンケートについての説明を、ちょっとお願いしてもよ

ろしいですか。夏休みの留守家庭児童会室の状況。 

事務局    夏休みの留守家庭児童会室の４月から９月までの退室児童数につきま

しては、385 人となっております。うち、８月、９月の退室児童数が

233 名となっております。ちなみに、４月から７月までの退室児童数は

月平均 15 人となっています。退室児童のうち、４年生から６年生、高

学年が占める割合は、約６割になっております。 

大西会長   夏休みの留守家庭児童会室の状況を今、説明をしていただきましたけ

れども、先ほど事務局から説明があったように、放課後子ども教室モデ

ル事業の実施時期を延期したことによって、夏休みの分の、今も問題に

なっている、話題になっているところですけれども、検証ができていな

いというあたりのこと、そして、実績の把握が十分できていないという

ことがあるんですけれども、ここは皆様、今、いろいろご意見を聞かせ

ていただいたところだと思うのですが、このことについて、事務局の方

から何かありますか。 

事務局    事務局としましては、放課後子ども教室モデル事業をきっちりとした

いというふうに考えております。来年度も引き続き放課後子ども教室モ

デル事業を実施して、必要な検証を行いたいということです。委員の皆

様には、できましたらそういったことに関して、ご意見がもしございま
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したら伺えればというふうに思っております。中口委員からもご意見は

いただいておりますけれども、ほかの委員からも、もしございました

ら、お願いいたします。 

大西会長   ありがとうございました。先ほど言いましたように、遊びの時間帯

で、夏休みの熱中症の問題もそうですけれども、今もおっしゃっていた

だいたように、登下校の安全とかといいますか、熱中症というか、そう

いうところのことも配慮しなきゃいけないというようなことが出てきて

いるわけですけれども、ちょっと、そのあたりで、どうしていいか考え

ないといけないんですが、１つには、夏はやっぱり、このアンケートに

もありましたように、留守家庭児童会室の利用に関してのアンケートの

中でも、夏休みの実施をという意見がたくさん出てきているというとこ

ろで、今回の地震等で、それが実施できていないというところを委員の

皆さんにもちょっとお考えいただいて、来年度これをどうしていくかと

いうことを、ちょっとご意見をいただければと思うんですけれども。子

どもの安全が担保できなければ、これは実施するべきではないというの

は、委員の皆さん、多分、皆さんそう思ってらっしゃると思うんですけ

れども。この夏休み中の放課後子ども教室をどうするかということ、そ

して、保護者の方のニーズに対応するということで考えていくと、どう

いう形での実施があるのかなとかいうようなことはあると思うんですけ

ど。ちょっと考えてしまいますね。 

蔦田委員   子どもは安全がともかく第一だと思うんですが、天気予報で、朝見

て、その日熱中症指数が高そうだったら、今日は開催しませんというふ

うに条件をつけるとか、でもそれって、予報ですからね。 

椛山委員   そうなんです。学校でも、夏にすごく悩ましかったのは、朝も絶対、

今日は 35 度を超えるとかということだったら、今日はやりませんとい

うことが言えるんですけれども、ただ、それはわからないし、学校に来

て、通知などでは熱中症指数が 31 度を超えたり、気温が 35 度を超えた

ら活動を中止しなさいだったんだけど、30 分、40 分かけて学校に来て

いる子どもたちに、今、35 度超えたから、もう終わりにするから帰り

なさいということはできないんです。だったら、初めからやりませんと

言うほうが、子どもたちにとっても安全なのかなということを考えまし

た。来て、何もしないでということは、難しいなということと、ただ、

その行き帰りもほんとうに、この夏休みの頭は８時半、10 時半、12 時

半、この３つの時間帯を考えていたんですけれども、とても 12 時半に

子どもを帰すというのは無理だなというふうに考えたんです。ただ、も

う 10 時半の時点でかなり気温が高くなっていて、活動するのはかなり

難しいなという判断があって、たくさんの学校で水泳教室はやめとこう

かということが今年の夏休みにあったんですけれども、やった学校、そ

の後ちょっと気温が下がったところでやった学校もあるんですけれど

も、気温の高かった日には、水泳教室そのものをやめた学校が多かった
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んです。本校でも、初め何回かやったんですけれども、ちょっと、子ど

もの安全を確保できないなと思ったので、中止にしたんです。そういう

ことが学校のほうでもあったので、今後、夏休みの活動を計画される際

に、多分朝の８時半から来ることって、まずないと思うんです。この放

課後事業が。スタートが９時か 10 時かになると、その時点からかなり

暑くて、子どもたちの行き帰りもどのように安全確保するか、それは先

ほど言ったように、来るのは自由ということであれば、保護者に委ね

て、来るか来ないかということは、委ねてもいいのかもしれないですけ

れども、来た子を帰す以上、やっぱり帰りの安全は考えないといけない

のかなと思いますし、悩ましいなと。特に、７月の夏休みの始まりにか

なり気温が高いなというふうにもなってくるし、今年のような気温、気

候であれば厳しいなという感じがします。 

大西会長   困りますね。実際はできていないので、やはり検証するということは

必要かなというようには思うんです。ただ、今年のような天候でありま

すと、やっぱり子どもの安全、これを一番に考えないといけないことで

すから、どうしても無理だろうなと。そういうところと、実施時間とし

ては、夏休みというのは、どういう形になるんでしょうか。 

事務局    今年も、夏休みは半日しか考えていなくて、午前中か午後かどうかで

す。だから、どちらか１つしか考えていないんですけど。 

大西会長   どちらかにすると、一番暑いときに登下校しないといけない。 

事務局    確かに、留守家庭児童会室は朝早い時間で、夜遅い時間なので、大丈

夫なんですけど。登下校のことですよね。 

大西会長   そうですね。お弁当も。 

事務局    暑いので、お弁当持ちはちょっと危ないなと思っていたので、午前中

と午後、どちらかだと思っていたんです。暑かったら、もうお部屋遊び

しかないなと。クーラーのきいたお部屋遊びというふうには考えていた

んですけれども、登下校のことはどうしましょうか、確かに。やっぱ

り、その日、その日で判断するしかないかなというふうには思いますけ

ど。 

大西会長   そうですね。変な話ですけど、一応モデル事業として、夏に一度やっ

てみようということですので、一度計画をして、非常に気温が高いと

いったときには、やっぱり即判断して中止ということでの対応がきちっ

ととれるという条件で、一度計画してやってみるということも、モデル

としていいんじゃないかなとは思うんですけど。そうしないとわからな

いですよね。 

蔦田委員   その条件に合わない気候のときが、どのぐらいあったかというのも、

モデルですね。 

事務局    それはそうですね。 

代田委員   中止の基準と、いつの時点で判断をするのか、その中止の周知。 

中口委員   天候のことやから、難しいですよね。暑いからきょうはやめますと
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言った途端、雨が降って涼しかったとか。 

荒木委員   あと、個人の体調にもよりますから、体力にもよるし。 

代田委員   命にかかわる危険な暑さ、不要不急の外出はお控えくださいというの

が出るわけじゃないから。 

荒木委員   「おまえは元気やから行ってきなさい」とか言うわけにはいけないの

で。 

事務局    今言っていただいたように、中止の基準とか、周知のやり方について

は、事務局のほうで検討させていただきます。 

大西会長   一応、そういうことで、モデルということで、実施という方向でよろ

しいですか。 

 

（「はい」の声あり） 

 

蔦田委員   その登下校ということでの危機管理、危機意識というのは十分にして

いきましょうということで、今、確認できたと思うんですけど、例え

ば、外で遊べない、室内で遊ばなければならない場合、これまた室内で

遊ぶのも技術がいるんです。室内で遊ぶのは、外よりまだ、さらに、私

は技術がいるのではないかと思っています。ぜひ、室内での遊びも豊か

なものにしていけるようになったらいいかなというふうには思います。 

大西会長   ありがとうございます。僕らが提供するものは、子どもが豊かになっ

ていくということを基本に考えたらいいですね。やっぱり、かなり指導

する側のノウハウも、きちっと業者のほうに言うていかないかんのかな

というようなことですね。だから、そういう遊びのノウハウを、やっぱ

りきちっと蓄積してから、プランニングをしていただきたいということ

です。 

事務局    ちょっと、業者とその話をしておきます。 

大西会長   ありがとうございます。そういうことで、次年度実施ということにさ

せていただきたいと思います。 

 次に、留守家庭児童会室の目標事業量の説明というのがありましたけ

れども、現段階としては具体的な数値をこれから設定していくというこ

とでよろしいでしょうか。 

事務局    はい、そういうことでございます。 

大西会長   それでは、既存の事業との関係について、それぞれの課題が、先ほど

も説明の中でありました。児童と保護者のニーズがどこにあるのか、ど

のような方法で行うのかと、児童の放課後対策としてふさわしいのか

と、もちろん平日の放課後も、土曜日も、それから三季休業期も子ども

教室が開催されていて、子どもたちがいつでも行けるというのが一番と

いうことになるんでしょうが、この点について何かご意見というのはご

ざいますでしょうか。 

 なかなか、業者のほうも厳しいですか。どうでしょう。今回、１者だ



27 

けでしたけれども、そこに次の実施のときもやっていただくのでしょう

か。 

事務局    そうですね。同じ業者にやっていただいて検証したいなというふうに

は思っているんですけれども。 

大西会長   ちょっと、この予算のことは、どうかなと思うんですけど。 

事務局    そうですね、ちょっとまだ。来年、やりたいと事務局が思っているだ

けであって、予算がございますので、その予算についても、もちろん市

議会を通らないといけないということがありますので、もし、予算が通

らなかったらできないということにはなります。ただ、同じ業者で、同

じ学校で検証したいというものでございますので、延長契約というの

か、そういう形でやりたいなというふうには思っています。 

大西会長   何かその辺のあたりのところで、ご意見というのはありますか。 

蔦田委員   予算の関係で、毎年の随意契約になっているんですか。 

事務局    随意契約という形ではなく、今やっている契約の延長といいますか、

変更契約という形にしたいと思っておりまして、年度をまたぎますの

で、議会を通さないと来年の予算をとれないという形にはなっておりま

す。随意契約という形ではないんですけど、同じ業者で考えています。 

蔦田委員   予算がとれなければ、なくなるということ。非常に不安定ですね。 

事務局    今日、審議会でそういったご意見をいただきましたので、庁内的にで

きるだけ共有化を図っていきたいというふうには思っています。 

蔦田委員   全力を挙げて獲得するという決意と思っていたらいいですよね。よろ

しくお願いいたします。 

荒木委員   業者側の問題で断られるということはないですか。 

事務局    それは、多分ないと思います。 

荒木委員   例えば、今、４校モデル校をしているけど、一気に広げたいとなった

ときに、職員の確保ができないとかということは。 

事務局    おそらく大丈夫だと思います。 

大西会長   確約いただけないんですよね。なかなか、その辺も難しいですね。 

 とにかく、モデル事業としてはちゃんとやっていってもらいたいと思

いますので、まずは放課後子ども教室モデル事業の進捗、これからの状

況を見て、今後しっかりと対応のほうを考えていかないといけないかな

というふうに思います。そういうことでよろしゅうございますか。 

 

（「はい」の声あり） 

 

大西会長   一応、この議案として２番目に上がっておりました、児童の放課後対

策に関する基本計画、これからは名称を、すみません、僕がいらないこ

とを言ったという感じなんですけれども、「児童の放課後を豊かにする

基本計画」に名称を変更することについて、事務局からの説明があった

ということで、先に進めさせていただきたいと思いますが、よろしいで
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すか。 

 

（「はい」の声あり） 

 

大西会長   ご異議なしということで、無事承認されたということにさせていただ

きます。 

 ほかに、「その他」ということで、何かございますか。 

事務局    次回の審議会では、基本計画の骨子をお示しできるようにしたいとい

うふうに考えております。 

大西会長   ありがとうございます。 

 それでは次回ということで、封筒がありますけど、これですか。 

事務局    そうです。皆様に調整いただきまして、この最後の参考資料 13 のス

ケジュールとは異なりますが、12 月４日の 15 時半からということで、

させていただきたいと思っています。よろしくお願いします。 

大西会長   では、委員の皆さんにご予定いただければというように思いますの

で、どうかよろしくお願いいたします。 

 基本計画の骨子が示されるということですので、またそのときに活発

なご意見等をいただければというように思います。 

 一応、案件とその他も入れまして、以上ということになります。本日

の予定していた分は、全部終了ということになります。 

 委員の皆様で、何かほかにございますか。 

事務局    後日また、こちらから会議録の確認をお願いいたしますので、お忙し

いところ申しわけございませんけれども、どうぞご協力をお願いいたし

ます。 

大西会長   委員の皆様、よろしいですか。 

 

（「はい」の声あり） 

 

大西会長   ということで、第７回児童の放課後対策審議会をこれで終了したいと

思います。 

 どうも、いろいろとご審議いただきまして、ありがとうございまし

た。 

 


